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1111    地方財政運営上地方財政運営上地方財政運営上地方財政運営上のののの損失補償損失補償損失補償損失補償付付付付きききき資金調達資金調達資金調達資金調達のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ 

２２２２     安 曇 野 判 決安 曇 野 判 決安 曇 野 判 決安 曇 野 判 決 がががが 地 方 財 政 運 営地 方 財 政 運 営地 方 財 政 運 営地 方 財 政 運 営 ・・・・ 金 融金 融金 融金 融    
機関経営機関経営機関経営機関経営にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響    

日本総合研究所日本総合研究所日本総合研究所日本総合研究所    調査部主任研究員調査部主任研究員調査部主任研究員調査部主任研究員    河村河村河村河村    小百合小百合小百合小百合    

長野県安曇野市長野県安曇野市長野県安曇野市長野県安曇野市のののの第三第三第三第三セクターセクターセクターセクター向向向向けけけけ与信与信与信与信にににに係係係係るるるる損失補償契約損失補償契約損失補償契約損失補償契約のののの有効性有効性有効性有効性にににに関関関関するするするする、、、、東京高判平東京高判平東京高判平東京高判平22. 8 .3022. 8 .3022. 8 .3022. 8 .30

（（（（本誌本誌本誌本誌1907190719071907号号号号16161616頁頁頁頁｡｡｡｡以下以下以下以下「「「「本判決本判決本判決本判決」」」」というというというという））））のののの波紋波紋波紋波紋がががが広広広広がりつつあるがりつつあるがりつつあるがりつつある。。。。    

本判決本判決本判決本判決はははは現在現在現在現在、、、、最高裁最高裁最高裁最高裁にににに上告中上告中上告中上告中であるがであるがであるがであるが、、、、本稿本稿本稿本稿ではではではでは、、、、今後今後今後今後のののの地方財政運営地方財政運営地方財政運営地方財政運営やややや金融機関経営金融機関経営金融機関経営金融機関経営にいかなるにいかなるにいかなるにいかなる影影影影

響響響響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす可能性可能性可能性可能性があるとがあるとがあるとがあると考考考考えられるかをえられるかをえられるかをえられるかを検討検討検討検討するするするする。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、最高裁最高裁最高裁最高裁のののの判示内容次第判示内容次第判示内容次第判示内容次第ではではではでは、、、、当局当局当局当局およびおよびおよびおよび実務実務実務実務

のののの現場現場現場現場でいかなるでいかなるでいかなるでいかなる対応対応対応対応がががが求求求求められるめられるめられるめられる可能性可能性可能性可能性があがあがあがあるかについてもるかについてもるかについてもるかについても考考考考えたいえたいえたいえたい。。。。    

 

 

地方公共団体（以下「地公体」という）は、政策運営を行う際、その政策目的や原資面での制約等によって

は、当該団体自身（普通会計や公営企業会計）が直接実施するのではなく、第三セクター等にその運営主体

の役割を担わせてきた。今回の事案で問題になっている「損失補償契約」は、この第三セクター等の資金調

達を信用補完するための手段として、長年にわたり、広く用いられてきたものである。 

財政運営上、租税等、いわば「使い切り」の性質を有する無償資金のみによることなく、民間部門からの資

金調達という、将来的には返済しなければならない有償資金を多用してきたのは、国、地公体を通じての、我

が国の特徴である。国の場合は、財政投融資がその典型例であり、地公体の場合は、公社・第三セクターと

いった外郭団体による政策運営がそれに該当する。 

ただし、こうした政策運営は、無償資金によるものに比較して、先行きの当該事業（企業）の持続・維持可能

性に関する信用リスクや、金融市況の変化による市場リスクを負うこととなり、場合によっては、将来的な財

政負担が大きく嵩むことともなりかねない。主要先進国において、有償資金による政策運営をこれほどの規模

で行っているケースがほとんどみられないのは、おそらくこの理由によるものと考えられる。 

我が国においても、同様の懸念から、昭和21（1946）年に「法人に対する政府の財政援助の制限に関する

法律」（以下「財政援助制限法」という）が制定されている。国や地公体による法人への債務保証は、特別法に

よって許容されている場合1や、所管大臣による法人の指定を受ける場合を除き、原則として禁じられている。 

しかしながら、外郭団体の担う事業は、一般的に、採算性は低いものの、公益性の高さゆえに実施されるこ

とが多く、資金調達に際しては、親元の地公体による信用補完が必要となることが多い。損失補償は、この財

政援助制限法による制約を事実上回避し、地公体が第三セクター等の外郭団体に信用補完を行う際の手段

                             
1 国の場合は、株式会社日本政策金融公庫や株式会社日本政策投資銀行等の財投機関や預金保険機構等がこれに該

当。地公体の場合は、土地開発公社と地方道路公社のみが該当。 

特集特集特集特集＝＝＝＝安曇野安曇野安曇野安曇野・・・・地公体融資地公体融資地公体融資地公体融資にににに係係係係るるるる東京高裁判決東京高裁判決東京高裁判決東京高裁判決インパクトインパクトインパクトインパクト 
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２２２２    地方財政運営地方財政運営地方財政運営地方財政運営やややや金融機関経営金融機関経営金融機関経営金融機関経営にににに及及及及ぶとぶとぶとぶと予想予想予想予想されるされるされるされる影響影響影響影響 

として、長年にわたり、用いられてきたものである2。 

    

 

損失補償契約が、実務上、このように多用されるなか、安曇野市の事案に関する本判決は、当該損失補償

契約を、財政援助制限法3条の類推適用で違法・無効とするものであった。さらに、同法3 条違反の損失補償

契約は、公法上のみならず私法上も無効であるとして、安曇野市による損失補償金の一切の支払が差し止め

られた。未払いの段階にある損失補償金の支払が判決で差し止められたのは、これが初めてのケースである。

一方で、取引の相手方である民間金融機関側には、信義則に基づき救済される余地を残した。金融機関は

別途、損失補償契約の履行請求訴訟を地公体を相手に起こし、そこで勝訴して初めて、金融機関による強制

執行の方法で損失補償金を得ることが可能になるとされたのである。 

このような司法判断は、今後の各地の地公体の財政運営や地域金融に、大きな影響を及ぼすものと予想

される。 

 

⑴⑴⑴⑴    金融面金融面金融面金融面でのでのでのでの影響影響影響影響    

 損失補償契約は従来、金融検査マニュアル上「優良保証」の1つとして位置付けられてきた。民間金融機関

は、損失補償付きの第三セクター等向け貸金は、自己資本比率規制上、リスク･ウエートを0％として計算する

ことが可能であったほか、引当金を積むことは必ずしも必要ではなかった。 

 しかしながら、本判決のように、損失補償契約が違法・無効で、将来的な損失補償金の支払は差止めという

判断が示されることになれば、民間金融機関側は、一般の無担保貸金として所要の引当金を積む等の対応

を行わない限り、当該与信を継続することは困難なケースが多くなるものと予想される。 

 

⑵⑵⑵⑵    地方財政運営面地方財政運営面地方財政運営面地方財政運営面でのでのでのでの影響影響影響影響    

その場合、当該第三セクターの事業を継続することは、相当に困難となろう。親元の地公体側としては、単

に「約定どおりの損失補償金の支払を免れる」というレベルの対応では済まなくなるのではないか。まず、当

該団体自身が行った出資や直接貸付が焦げ付くことになる。さらに、相手方金融機関とは通常、第三セクター

向け与信のみならず、当該団体自身の普通会計債や公営企業会計債の引受け等、様々な取引関係も伴って

いることが多いと考えられ、そうした関係を安定的に継続するために、別途、何らかの対応が必要とされる可

能性もあろう。 

また、今回の安曇野市のケースでは、第三セクターが業務に用いる建物を、会計上は親元の安曇野市の

負担で、公的資金（地公体金融機構もしくは財政投融資）の引受けによる地方債の起債と、国からの補助金

を得て建設していた模様である。こうした場合で、当該第三セクターが倒産し、業務の継続が困難になると、

                             
2 損失補償契約をめぐる国の地方財政当局の対応、およびこれまでの司法判断については、拙稿「地方自治体の外郭団

体経営問題と対応の方向性」Business and Economic Review2008年12月号90～94頁（日本総合研究所）拙稿「「安曇野

裁判」にみる損失補償契約の今後の取扱い」週刊金融財政事情2010年11月8 日号29～33頁参照。 
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３３３３    主主主主なななな地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの、、、、損失損失損失損失補償付補償付補償付補償付きききき債務債務債務債務のののの状況状況状況状況    

地方債は繰上償還しなければならず、また、補助金は、建物の耐用年数の残存年数分相当を国に返還しな

ければならない。現金主義会計的な意味で、安曇野市自身に、多額の追加財政負担が一度に発生すること

になる。その規模は、支払を差し止められた損失補償金の規模約3億5000万円強に対し、10億円程度にも達

するとみられている。安曇野市の標準財政規模（平成20年度）は約237億円であり、この負担の大きさが窺い

知れよう。 

仮に第三セクターの事業継続が困難になった場合、これに類似する様々なケースが発生する可能性は、

他の地公体およびその傘下の第三セクターに存在するものと推測される。 

そして、情報公開制度が整備されている現在、損失補償契約に関して、住民監査を経た住民訴訟が提起さ

れる可能性は、全国どこにでも存在する。実際に住民訴訟の対象とならなくとも、今後、最高裁が本件に対す

る司法判断を示し、高裁の判断維持という方向になれば、その判示内容次第ではあるが、安曇野市が締結し

ていた損失補償契約と同様の文言・態様を有する損失補償契約については、同様の効果が及ぶこととなる可

能性がある。当該第三セクターの経営状態が良好か否かにかかわらず、損失補償契約に係る法的リスクが

顕現化する形で、関係する地公体の財政運営や、地域金融機関の経営に相当な影響が及びかねないことが

懸念される。 

    

 

では、このような法的リスクを有する損失補償付きの債務を、全国の主な地公体は、その傘下の第三セク

ター等について、どの程度抱えているのだろうか。 

 総務省が平成21（2009）年12月25日に公表した「第三セクター等の状況に関する調査結果」によれば、

全国の地公体における損失補償付き債務残高の合計（平成20年度末時点）は、2兆6477億円である。これは

一見、地方財政計画の規模（平成20年度、約83兆円）や、全国銀行の貸付金残高（平成20年度末時点、国

内銀行・銀行勘定、約438兆円）に比較して、相対的に少額とみえなくもない。それゆえ、問題はさほど大きく

ないと評価することは果たして妥当であろうか。答は否である。損失補償の問題は、地公体ごと、そして地域

金融機関ごとの問題であり、その実態を個々に把握し、影響を検討する必要があるからである。 

 

⑴⑴⑴⑴    損失補償付損失補償付損失補償付損失補償付きききき債務残高債務残高債務残高債務残高およびおよびおよびおよび債務負担行為限度額債務負担行為限度額債務負担行為限度額債務負担行為限度額    

後掲【【【【図表図表図表図表】】】】は、全国の都道府県および政令指定都市について、平成20年度（末）時点分の、総務省・各地

公体による公表データに基づき、損失補償付き債務の状況をみたものである。 

まず、第三セクターおよび住宅公社等向けの損失補償付き債務残高について、「財政状況等一覧表」のデ

ータに基づき、金額および対標準財政規模比率を算出した。 

また、損失補償は、第三セクターや住宅公社が与信を受ける場合に限らず、実務上、他の主体が与信を受

ける際にも用いられているケースがみられる。例えば、土地区画整理組合が民間金融機関から与信を受ける

のに際して、地元の地公体と民間金融機関との間で締結されているケース等が存在し、そのなかには、実際
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に裁判で係争されているものもみられる3。 

しかしながら、第三セクター・公社以外のこれらの主体に係る損失補償付き債務残高を正確に把握する統

計は、公表ベースでは存在しない模様である。そこで、債務残高の統計とは異なるが、地公体が損失補償契

約を締結する際、議会で議決を得ることが必要とされる「債務負担行為限度額」に関しては、総務省の「地方

財政状況調査」（いわゆる「決算統計」）で計数を把握することができる。ただし、損失補償に係る債務負担行

為限度額自体は、当然ながら、実際の損失補償付き債務残高とは異なる計数であることに注意する必要が

ある。【【【【図表図表図表図表】】】】中の参考参考参考参考1 1 1 1 は、この「地方財政状況調査」に基づき、地方三公社以外で、①特別法に基づく法

人4、②地方公共団体が出資・出捐を行っている法人5、③その他について、損失補償に係る債務負担行為限

度額の金額および対標準財政規模比率を示したものである6。なお、「地方財政状況調査」においては、住宅

公社は地方三公社の1 つとして計数が調査されているため、住宅公社向けの損失補償に係る債務負担行為

限度額は、【【【【図表図表図表図表】】】】中の参考参考参考参考2 2 2 2 の地方三公社向けの計数に、債務保証に係る債務負担行為限度額と混在す

る形で含まれる。 

 

⑵⑵⑵⑵    損失補償損失補償損失補償損失補償のののの実情実情実情実情とととと分布状況分布状況分布状況分布状況    

    ａａａａ    損失補償付損失補償付損失補償付損失補償付きききき債務残高債務残高債務残高債務残高ベースベースベースベース    

このような、損失補償に係る債務残高の状況、および債務負担行為限度額の状況を、地公体ごとにみると、

都道府県、政令指定都市ともに、多額の残高を抱えている団体と、そうではない団体との間でのバラツキが

きわめて大きいことがみてとれる。 

例えば、損失補償付き債務残高を都道府県ごとにみると、対標準財政規模比率が0％程度のごく少額にと

どまる団体が複数みられる一方で、同比率が10％以上のものは6 団体、最高では32％超にも達する団体が

みられる。金額ベースでは、1,000億円、2,000億円といった多額の損失補償付き債務を抱える団体がみられ

る。 

政令指定都市間では、そのバラツキはさらに拡大している。対標準財政規模比率が0％の政令市が5 市あ

る一方で、10％以上は5市存在し、なかには30％台、60％台という政令市も存在する。金額ベースでは、実に

5,000億円超の損失補償付き債務を抱える団体がみられる。 

今回問題となっている損失補償契約の法的リスクは、当該第三セクター等の経営状態の良し悪しにかかわ

                             
3 拙稿・前掲注 2 （2010）・30 頁参照。 
4 地方財政調査研究会編『地方公共団体決算統計ハンドブック』（ぎょうせい、2001年）によれば、信用保証協会、農協、

社会福祉法人が、その例として挙げられている。総務省自治財政局によれば、土地区画整理組合向けの与信に係る

損失補償契約は、この分類に該当する。 

 なお、このうち、信用保証協会に対する損失補償契約は、地公体と同協会との間で直接締結されるものもあり、その場

合は、今回の事案に関する判決の効力が及ぶ対象外となる可能性がある。 
5 総務省自治財政局によれば、出資・出捐の金額や比率を問わず、1 円でも出資・出捐を行っていれば、本分類に該当

する。 
6 地方財政状況調査上では、債務保証と損失補償とを区別することなく、債務負担行為限度額の計数が調査されている

が、総務省自治財政局によれば、この①～③の分類については、法制度上、総務大臣の指定を得ない限り、債務保証

を行うことが許されていないものである。総務大臣指定の実績がこれまでのところ存在しないことにかんがみれば、これ

らはすべて、損失補償に係る債務負担行為限度額であるとみなしてよいものと考えられる。 
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らず、契約の文言や態様によっては、一気に顕現化しかねないという性質のものである。多額の損失補償付

き債務残高を抱えている地公体に関しては、とりわけ、今後の司法判断の影響が深刻に及びかねないことが

懸念される。しかも、すでにみた安曇野市の事例（本判決）からも明らかなように、法的リスクが顕現化した場

合の当該地公体の財政運営への影響は、単年度ベースで、損失補償契約で締結されている金額を大きく上

回る負担となる可能性もある。 

 

    ｂｂｂｂ    債務負担行為限度額債務負担行為限度額債務負担行為限度額債務負担行為限度額ベースベースベースベース    

なお、債務負担行為限度額の側面からみても、都道府県間、政令市間でのバラツキが同様に大きいことが

みてとれる。このうち、例えば、【【【【図表図表図表図表】】】】中の参考参考参考参考1111の特別法法人向けやその他向けについても、団体によって

は相当な金額・規模の債務負担行為限度額が設定されている状況がみてとれる。ここでも、各団体間のバラ

ツキは大きくなっている。なお、特別法法人向けのなかには、信用保証協会と各地公体との間で直接、損失

補償契約が締結されているケースが含まれている模様であり、そうしたケースは、今回の本判決の司法判断

の影響が及ぶ対象外となる可能性がある。半面、土地区画整理組合向けの損失補償契約についても、この

特別法法人向けのなかに包含されており、詳細な内訳の計数が存在しないため、正確な実態は明らかでは

ない。 

なお、【【【【図表図表図表図表】】】】中の参考参考参考参考2222は、債務保証についての債務負担行為限度額の状況を、同様にみたものである。

住宅公社向けの損失補償に係る債務負担行為限度額は、「地方財政状況調査」の計数の制約上、このなか

の「地方三公社向け」に含まれる。 

ここで留意すべきは、都道府県・政令指定都市のうち、共同発行市場公募地方債の発行に参加している団

体は、そのスキーム上、相互に連帯債務を負う関係にあることである。本判決は最高裁に上告されているが、

仮に最高裁で上告棄却等の判断が示され、東京高裁の判決が確定した場合、現状では、国による対応策は

とくに用意されていない状況にある。総務省自治財政局によれば、平成21～25年度の間に限り、利用が可能

な「第三セクター等改革推進債」による対応は、あくまで有効な損失補償契約を前提とするものにとどまって

おり、今回の事案のようなケースに適用することは不可能なつくりとなっている。したがって、各地公体は、現

行の地方財政制度のもと、所要資金を自力で捻出するよりほかにない。そうしたもとで、単年度の財政運営に

支障を来すような団体がもし発生した場合、その影響が万一、共同発行債の元利償還にまで及ぶようなこと

になると、地公体間で、この連帯債務の関係により、連鎖反応的に影響が伝播しかねない構造となっているこ

とが懸念される7。これは、金融機関の場合における、いわゆる「システミック･リスク」に類似する構造であると

いえよう。 

 

                             
7 共同発行市場公募地方債には、連帯債務方式が採られているほかに、流動性補完措置としてファンドが設けられてい

る。これは、発行団体に万一の災害等に伴う不測の事態があっても、遅滞なく元利金償還を行うため、連帯債務とは別

に各団体の減債基金の一部を募集受託銀行に預入するかたちで、ファンドが設置されているというものである。その規

模は、35発行団体合計で、各年度において最も元利金支払の額が多い月の元利金支払額の10分の1 程度の額を積

み立てることとされている。 
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４４４４    今後今後今後今後のののの検討課題検討課題検討課題検討課題 
 

 

我が国においては、国、地公体による、債務保証形態での与信がいたずらに増嵩することを防ぐべく、財政

援助制限法が存在してきたにもかかわらず、現場の政策運営や実務は、長年にわたり、同法の精神には必ず

しも沿わない状況にあったように見受けられる。 

本判決は、そうした状況に対して、立法上、行政上の十分な対応が取られてこなかったことに対する、司法

府からの警鐘であるようにも受け取れる。 

本判決は、最高裁の判断を待つ必要があるが、本判決や横浜地判平18.11.15（本誌1793号39頁）の各判

決が示したように、個々の損失補償契約が違法になることがあり得るのか。あるとすれば、どのような要件を

満たす（あるいは満たさない）場合か。また、仮に、違法になることがあり得るのであれば、すでに行われた、

損失補償契約を伴う個別の取引を保護するために、金融機関に対しては、どのような方策が示されるか。最

高裁が上告を受理し、本件に係るこれらの点に関し、明確な判断を示すことが望まれる。 

関係者にとっては、本判決の最高裁判決が示されるまでは、確かに動き難い状況が続くであろう。しかしな

がら、本判決が地方財政運営・金融機関経営に与える影響の大きさにかんがみれば、また、各地で同様の住

民訴訟が起こりかねない状況からすれば、最高裁判決を単に「座して待つ」わけにはいかず、具体的な対応

の方向性を、関係する国（総務省、金融庁等）、地公体、民間金融機関等が協力して検討し始めるべきなので

はないか。 

 

⑴⑴⑴⑴    既存既存既存既存のののの損失補償契約損失補償契約損失補償契約損失補償契約のののの扱扱扱扱いいいい    

仮に、本判決の内容が、大筋で最高裁が原審維持した場合を仮定すると、まず検討すべきは、既存の損失

補償契約の扱いである。その多くが財政援助制限法違反で無効となる事態を回避するためには、単純化して

考えれば、①与信先の第三セクター等の法人について総務大臣の指定を得る、②個々の損失補償契約の文

言や要件を司法判断に沿う形で見直すといった対応が考えられる。 

 

ａａａａ    総務大臣指定総務大臣指定総務大臣指定総務大臣指定のののの可能性可能性可能性可能性    

このうち、①財政援助制限法3 条ただし書にある所管大臣の指定に係る過去の実績は、財務省理財局に

よれば、次のとおりとなる。 

昭和38（1963）年の同法改正前までは、政府（国）が保証契約をする場合と、地方自治体が保証契約をす

る場合とを問わず、大蔵大臣（当時）が会社その他の法人の指定を行っていた。昭和38年の同法改正以降、

地方自治体が保証契約をする場合は、自治大臣（現総務大臣）が指定を行うこととなった。ちなみに、そうした

指定が行われた実績をみると、政府（国）が保証契約を行うために財務大臣（大蔵大臣）が会社その他の法人

の指定を行った事例は、平成22（2010）年12月時点まで皆無である。また、地方自治体が保証契約を行うケ

ースについては、昭和38年の同法改正以前には、大蔵大臣が会社その他の法人の指定を行った事例が39

件存在するものの、同法改正以降では、自治大臣（総務大臣）が指定を行ったケースは、平成22年12月時点
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まで皆無である。 

このように、地公体の傘下の第三セクターについて、総務（自治）大臣所管となって以降、指定が行われた

実績は存在しない。現在の各第三セクターのなかには、経営状態の不芳なものが少なくなく8、仮にそうしたも

のについても総務大臣が指定し、それが経営破綻した場合、国の責任が問われる可能性もあり得ることなど

を考え合わせると、総務大臣による指定を得ることによって対応することは、現実問題として難しいように見

受けられる。 

 

    ｂｂｂｂ    個個個個々々々々のののの損失補償契約損失補償契約損失補償契約損失補償契約のののの文言文言文言文言のののの見直見直見直見直しししし    

全国の地公体が、傘下の第三セクター等が受ける与信について、民間金融機関との間で締結している損

失補償契約が、実際にいかなる文言や要件のものとなっているのかは、現時点では明らかではない。個別事

例をみると、東京地判平21.9.10（概要につき本誌1896号9 頁金法判例Digest2）のように、有効との裁判所

の判断が示されているケースがある一方で、現存の損失補償契約の大部分は、本判決のケースに類似する

ものではないかという見方も多い模様である。 

ごく単純には、そうした損失補償契約の文言や要件を、司法判断に沿う形で見直すことができれば、損失

補償契約の有効性を確保することができる。しかしながら、実務上は、個別の対応を前提とすれば、契約の期

間満了による更改の時点でない限り、そうした見直しは困難である模様である。当事者任せでは、こうした対

応が円滑に進展するとは考えにくく、場合によっては、国の関係当局が中心となり、それに地公体や民間金融

機関が協力する形で、一斉に見直しを進めるといった対応が取られることが望まれる。 

 

⑵⑵⑵⑵    金融監督面金融監督面金融監督面金融監督面でのでのでのでの対応対応対応対応    

同様に、本判決内容が大筋で最高裁で維持された場合を仮定すると、既存の損失補償契約について、上

述のような対応を取ることができたとしても、次の段階では、金融監督上、以下のような問題が生じよう。すな

わち、貸金の元利償還について遅滞が生じた場合に、代位弁済も確保されず、損失補償金は主債務者から

の債権回収不能の段階に至るまで得られないというような損失補償契約について、財政援助制限法上有効

であることは確保されても、果たしてそれを、資産査定上、優良保証として位置付けることが適切といえるかと

いう問題である。 

損失補償が優良保証に含まれるかどうかは、我が国の主として地域金融機関の経営に、直接的な影響を

及ぼすこととなろう。損失補償が優良保証であるからこそ、損失補償付きの第三セクター向け貸金のリスク･

ウエートは0％としてカウントすることができ、引当金を積むことも必ずしも必要ではない。これが、今後、最高

裁の示す判断によっては、大きく変わらざるを得ない可能性も否定できない。個々の第三セクター等向けの

貸金の取扱いのレベルにとどまらず、地域金融機関の経営に大きな影響が及ぶようなケースも発生しかねな

いことが懸念される。 

                             
8 拙稿・前掲注2 （2008）・75～87頁、拙稿「都市部に大きい外郭団体の潜在的リスク 問題三セクの処理は公的セクター

全体の信用力にかかわる国家的課題」週刊金融財政事情2008年12月15日号29～33頁参照。 
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我が国は、国際金融界における主要なプレーヤーの1つでもある。我が国が金融監督上、政府部門による

信用補完をいかに扱う形としているか、また、我が国の政府部門の一角を担う地公体が、信用度が高いと判

断するに足るだけの財政運営を実際に行えているかどうかは、各国の投資家の関心の的でもあろう。関係当

局には、慎重に検討し、秩序だった対応を取ることが求められよう。 

巨額の公的債務を抱える我が国にとって、仮に地方からでも、財政リスクが顕現化するのは最も避けなけ

ればならない事態であろう。財政リスクには当然ながら法的リスクも含まれる。また、我が国のように中央集

権型の統治体制を採用し、地方財政が国の財政と①地方財政計画制度、②地方交付税制度、③地方債制度

等を通じて密接に関連している国家の場合、地公体の信用問題が、国の信用問題に直結することもあり得よ

う。本判決を契機に、地公体のうち、たとえ一団体でも財政運営に支障を来すような事態が発生すれば、市場

で財政リスクが強く認識され、長期金利水準は上昇し、財政部門のみならず、我が国の経済活動全般に深刻

な影響が及ぶことともなりかねない。関係する当局・民間金融機関等においては、本件に関し最高裁が示す

判断を見据えつつも、具体的な検討に着手することが望まれる。              （かわむら さゆり） 

 

 

 

 

 






